
一般社団法人 鹿児島県林材協会連合会 × 鹿児島県

建築物等における県産材の利用促進に関する協定

協定締結日：令和５年１月17日
有効期間：協定締結日から令和9年12月末まで
対象区域：鹿児島県

（一社）鹿児島県林材協会連合会は，建築物等への県産材利用を促進し， 「伐って，使って，植えて，
育てる」という森林資源の循環利用を可能にするとともに，ＳＤＧｓの達成や2050年カーボンニュート
ラルの実現に貢献するため、鹿児島県と協定を締結しました。

➢ （一社）県林材連の県産材の利用促進に関する構想
木の良さなど県産材利用に関する普及活動，品質・性能の確かな
ＪＡＳ製材品など，安全・安心な県産材の安定供給体制の構築及び
利用推進に向けた取組を行うことにより，森林資源の循環利用を
可能にするとともに，ＳＤＧｓの達成や2050年カーボンニュートラル
の実現に貢献する。

➢ 構想の達成に向けた取組の内容
・木育の取組など県産材利用の意義等に関する普及活動
・建築物への木材利用の優良事例の情報発信
・合法木材等の普及促進，木材の合法性証明の取組強化
・ＪＡＳ製材品の生産体制の整備，認証取得促進や普及拡大など

➢ 構想の達成のための鹿児島県による支援
・県産材の利用促進に関する取組への協力や必要な情報提供
・取組の周知・広報に関する連携・協力




